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広島県に対し，三原市と竹原市が連名で， 

産業廃棄物処理施設設置に係る生活環境の保全に 

関する手続きを定める条例制定を要望します 

 

 本市内での産業廃棄物処理施設の設置は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律により，広島県知

事が許可することとされており，当該許可申請等の手続きについても同法に規定されています。 

 しかしながら，当該手続きに「設置及び維持管理に関する計画が，周辺地域の生活環境の保全及

び環境省令で定める周辺の施設について，適正な配慮がなされたものであること」と規定されてい

るものの，計画段階における地域住民への情報提供等は義務化されていないなど，設置許可前にお

ける関係者間の情報共有や連携が必ずしも十分に図られていないものと考えられます。 

 本市において，令和４年９月に操業が開始された産業廃棄物処理場からの排出水や浸透水につい

て，周辺住民等が飲用水等への悪影響を危惧されていますが，計画段階における情報提供等の不足

がその要因の一つであるとも考えられます。 

 このため，広島県知事に対し，適正な産業廃棄物処理施設設置許可等の処分並びに当該処分に係

る県民の理解を得る有効な手段として，産業廃棄物処理施設設置に係る生活環境の保全に関する手

続きを定める条例の制定を要望するものです。 

 なお，広島県においては，平成５年に制定された「産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に

関する要綱」に基づき，所定の手続きを実施されていますが，当該手続きを条例で規定することで

より実効性が高まるものと考えます。 

 また，この要望書は，竹原市と本市の連名により提出します。 

 

 

 

１ 日 時  令和５年３月２４日（金）１６：００～１６：３０ 

 

２ 場 所  広島県庁南館３階 環境県民局長室 

        （広島市中区基町１０－５２） 

 

 ３ 出席者  （相手方）広島県環境県民局長 

（提出者）三原市長，竹原市長 

 

 

 

 

 

 


